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し
も
つ
け
ク
イ
ズ

②　

詳
し
く
は
、
裏
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先
市民課　☎（32）8895
栃木年金事務所
　　　　☎0282（22）4131

国民年金だより

◆
保
険
料
納
付
猶
予
制
度
と
は

　

学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の
方

で
、
本
人
・
配
偶
者
（
別
居
中
の

配
偶
者
を
含
む
）
そ
れ
ぞ
れ
の
前

年
所
得
が
一
定
額
（
※
１
）
以
下

の
場
合
に
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
１
：（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
１
）

×
35
万
円
＋
22
万
円

◆
手
続
き
を
す
る
メ
リ
ッ
ト

・
納
付
猶
予
に
な
っ
た
期
間
は
、

年
金
の
受
給
資
格
期
間
（
25
年

間
）
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
な
い

の
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や

す
に
は
、
納
付
猶
予
に
な
っ
た
保

険
料
を
後
か
ら
納
め
る
（
追
納
す

る
）
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
納
付
猶
予
期
間
中
の
ケ
ガ
や
病

気
な
ど
で
障
害
が
残
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
に
必
要
な
期
間
（
※
２
）
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

※
２
：
初
診
日
が
平
成
38
年
３
月

31
日
ま
で
に
あ
る
と
き
は
、
初
診

日
の
前
々
月
ま
で
に
２
／
３
以
上

の
納
付
、
ま
た
は
、
１
年
以
内
に

滞
納
が
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
納
付
猶
予
制

度
が
変
わ
り
ま
す
！

　

７
月
よ
り
、
納
付
猶
予
制
度
に

お
け
る
対
象
年
齢
が
30
歳
未
満
か

ら
50
歳
未
満
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者

は
、
毎
月
の
保
険
料
を
納
め
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、所
得
が
少
な
い
な
ど
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

場
合
は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、

「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。（
国
民
年
金
保
険
料

免
除
制
度
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説

明
は
「
広
報
し
も
つ
け
６
月
号
」

32
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

・
納
付
猶
予
制
度
が
50
歳
未
満
ま

で
拡
大
さ
れ
る
の
は
、
平
成
28
年

７
月
以
降
の
期
間
で
す
。
平
成
28

年
６
月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
30

歳
未
満
ま
で
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
今
ま
で
一
部
納
付
に
該
当
し
て
い

た
方
が
、
今
回
か
ら
納
付
猶
予
に

該
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

一
部
納
付
は
、
納
め
た
額
に
応
じ

て
年
金
の
受
給
額
に
反
映
し
ま
す

が
、
納
付
猶
予
は
受
給
額
へ
の
反

映
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
引
き
続
き

一
部
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
申
請
の
受
付

　

７
月
１
日
㈮
か
ら

■
申
請
先

　

市
民
課　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

 

○
年
金
ひ
と
く
ち
メ
モ

追
納
と
後
納
は
ど
う
違
う
？

追
納
制
度

　

追
納
制
度
と
は
、
保
険
料
の
免

除
や
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た

期
間
に
つ
い
て
、
後
か
ら
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

注
意
事
項　

・
追
納
が
で
き
る
の
は
、
追
納
が

承
認
さ
れ
た
月
の
前
10
年
以
内
の

免
除
期
間
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
例
：
平
成
28
年
４
月
分
の
免
除

を
受
け
て
い
る
場
合
は
平
成
38
年

４
月
末
ま
で
に
納
付
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
）

・
追
納
は
、
古
い
期
間
の
免
除
分
か

ら
申
請
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
保
険
料
の
免
除
も
し
く
は
納
付

猶
予
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
に
は
、

承
認
を
受
け
た
当
時
の
保
険
料
額

に
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早

目
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

後
納
制
度

　

後
納
制
度
と
は
、
時
効
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
平
成
27
年

10
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
９
月
30

日
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
過
去
５

年
分
ま
で
遡
っ
て
納
付
が
で
き
る

制
度
で
す
。

注
意
事
項

・
追
納
制
度
と
同
様
に
、
３
年
度

目
以
降
に
後
納
す
る
場
合
に
は
、

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

過
去
に
免
除
を
受
け
た
部
分
に

つ
い
て
納
め
る
の
か
（
追
納
）、

未
納
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い

て
納
め
る
の
か
（
後
納
）
に
よ
っ

て
制
度
が
異
な
り
、
遡
っ
て
納
付

が
で
き
る
期
間
も
異
な
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ

く
場
合
で
も
、
申
請
先
は
市
民
課

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
に
な
り
ま
す
。

　

追
納
や
後
納
の
お
申
し
込
み

後
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
で

納
付
書
が
届
き
ま
す
の
で
、
古
い

期
間
の
も
の
か
ら
順
に
納
付
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
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